
中小企業で働く方や求職者の方の生活資金等の融資制度（労働金融対策）

福岡県では、中小企業で働いている方や、離職を余儀なくされた方を対象に生活資金等を低利で
融資します。

さわやかローン
生活資金融資

すくすくローン
出産・育児支援資金融資

ぬくもりローン
介護支援資金融資

対 象 者

・県内の同一住所に１年以上居住し、かつ県内の同一中小企業（常用従業員数３００人以下）
に１年以上勤務している方

・保証機関の保証が得られる方
・出産・育児にかかわる休暇
　等により、家計所得が減少
　された方

・介護にかかわる休暇等によ
　り、家計所得が減少された
　方

融資限度額 １００万円

利 率 年３.２％
（保証料を含む）

年２.１％
（保証料を含む）

融 資 期 間
返 済 方 法

５年以内
毎月元利均等返済または

元利均等毎月・ボーナス併用返済
５年以内（１年以内の元金返済据置期間を含む）

毎月元利均等返済または元利均等毎月・ボーナス併用返済

チャレンジローン
教育訓練受講資金融資 賃金遅払資金融資 ホッとローン

求職者支援資金融資

対 象 者

・県内に１年以上居住する離
職者又は県内の中小企業に
勤務している方

・保証機関の保証が得られる
方

・県内の同一住所に１年以上
居住し、かつ県内の同一中
小企業（常用従業員数３００
人以下）に１年以上勤務し
ている方

・本人の年収又は家計収入に
より、融資金の返済と家族
の生計維持が可能と認めら
れる方

・保証機関の保証が得られる
方

・経済環境の変動等で離職を
余儀なくされた方で、次の
要件を備えた方（ハロー
ワークに届出を行い、求職
活動を行っている方）

・雇用保険法による一般被保
険者であり、同法の求職者
給付を受給中又は待期中の
方

・離職時の事業所に１年以上
勤務していた方

・県内に居住している方
・離職時に世帯の生計を維持
していた方

・保証機関の保証が得られる
方

・厚生労働省の「教育訓練給
付制度」の受給資格のある
方で、指定された教育訓練
を受講する方

融資限度額 ３０万円 賃金の手取り
１か月分相当額 ５０万円

利 率 年３.０％
（保証料を含む）

年２.５％
（保証料を含む）

融 資 期 間
返 済 方 法

３年以内
（１年以内の元金返済据置期間を含む）

毎月元利均等返済

６か月以内
一括返済又は

毎月元利均等返済

５年以内
（６か月以内の元金返済据置期間を含む）

毎月元利均等返済

九州労働金庫福岡県本部もしくは福岡県内の各支店 TEL：０９２―７１４―７１４３
福岡県福祉労働部労働局労働政策課 労働福祉係 TEL：０９２―６４３―３５８７

生活資金等の融資を受けたい
同和問題をはじめとする人権問題に係る啓発・研修
講師団講師あっせん事業

企業等において、人権・同和問題に係る研修を実施する場合に、県の講師団講師の中から講師を
あっせんします。

福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課 調整係
TEL：０９２―６４３―３３２５　FAX：０９２―６４３―３３２６
URL：http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kousidankousiassenzigyou.html

対象者
人権・同和問題に係る研修を実施する企業、個人事業主、企業団体等

内 容
企業等で行われる人権・同和問題に係る啓発及び研修の推進を図ることを目的として、本事業を実施
しています。
企業等が本事業を活用して研修を実施した場合、講師への謝金及び旅費は福岡県で負担します。（企
業等の負担はありません。）
※この事業により実施した研修は、福岡県入札参加資格審査における地域貢献活動評価項目（人権・
同和問題啓発研修）の対象となっています。

活用方法
講師あっせんの手順は、次のとおりです。
（１）研修日時、場所、研修のテーマ、講師の候補者を決めて、県に事前相談票を FAXで送付して

ください。
（２）県で日程調整の上、決定した講師を企業等にお知らせします。
（３）研修実施日の４０日前までに県にあっせん依頼書を提出の上、決定した講師と研修の打合せを

行ってください。
（４）研修を実施します。
（５）研修終了後１０日以内に、県に研修結果報告書及びアンケート（集計票）を提出してください。

人権・同和問題に係る研修を実施したい
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